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フ
ラ
ン
ス
革
命
と

〈女
性
〉

大
江

一
道

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
象
徴
化
し
た
当
時
流
行
の
作
品
(右
頁
秘
。
共
和
暦
第
ニ

ユ
ニ
チ

リ
ベ
ル
テ

年

(
一
七
九
三
年
)
に
ド
ビ

ュ
ク
:
ル
が
作
成
し
た
。
左
上
が
統

一
、
右
上
が
自
由
、
左
下

エ
ガ
リ
テ

フ
ラ
テ
ル
ニ
テ

が
平
等
、
右
下
が
友
愛
。
だ
が
、

こ
こ
に
象
徴
化
さ
れ
た
女
性
は
、
、
こ
の
ブ

ル
ジ

ョ
ワ
革
命

に
と

っ
て
何
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。

「
女
性
は
生
ま
れ
な
が
ら
自
由
な
存
在
に
し
て
、
男
性
と
平
等
の
権
利
を
有
す
る
も
の
で

あ

る

。
」
ー

明

ら

か

に

こ
れ

は
、

『
人

権

宣

言

』

第

一
条

の
、

痛

烈

な

パ

ロ
デ

ィ
で
あ

る
。

正
式
に
は

『
人
間
と
市
民

の
権
利
の
宣
言
』
と
称
す
る

『人
権
宣
言
』
に
は
、
女
性
の
権

利
の
こ
と
は
考
慮

の
外

に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

モ
ン
ト
i
。ハ
ン
の
肉
屋
の
娘
、
革
命
前
夜
ま

で
か

っ
て
に

「
ド
」
を
詐
称
し
て
貴
族
娘
と
見
せ
か
け
て
生
き
て
き
た
オ
ラ
ン
プ

・
ド

・
グ

ー
ジ

ュ
が
、

一
七
九

一
年
、
女
性
無
視

の
フ
ラ
ソ
ス
初
の
憲
法
に
腹
を
た
て
て
、

一
気
に
書

き
あ
げ
た

『
女
性
と
婦
人
市
民

の
権
利

の
宣
言
』
の
第

一
条
が
、
そ
れ
で
あ

っ
た
。

一
七
八
九
年
と
、
そ
れ
に
つ
づ
く
歳
月
の
な
か
の
、
女
た
ち
の
行
動
な
し
に
ブ

ル
ジ

ョ
ワ

が
権
力
の
座
に
つ
け
た
か
ど
う
か
、
き
わ
め
て
怪
し
い
。
な
の
に
、
ジ

ャ
コ
バ
ソ
男
性
革
命

家
た
ち
さ
え
、
女
性
の
権
利
主
張
、
男
性
と
の
等
し
き
行
動
に
、
あ
か
ら
さ

ま
な
嫌
悪
を
示

し
た
の
で
あ

っ
た
。
急
進
的
な
サ
ソ
キ

ュ
ロ
ッ
ト
男
子
も
、
公
け
の
こ
と
で
発
言
を
し
と
も

に
危
険
を
わ
か
ち
あ
い
た
い
と
願
う
共
和
主
義
的
女
性
た
ち
を
、
ほ
と
ん
ど

理
解
し
よ
う
と

し
な
か
っ
た
。

、

(お
お
え

か
ず
み
ち
・
専
任

・
西
洋
文
化
史
)

丶


